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───────────────────────────────────────────

平成21年第４回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第２日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第２号）

平成21年12月９日 午前10時00分開議

日程第１ 報告第９号
平成２０年度壱岐クリーンエネルギー株式

会社に係る経営状況の報告について
質疑、報告済

日程第２ 承認第９号
損害賠償額の決定についての専決処分を報

告し、承認を求めることについて

質疑なし、委員会付託省略

承認

日程第３ 議案第112号
壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例の

制定について

質疑、

総務文教常任委員会付託

日程第４ 議案第113号
原の辻一支国王都復元公園条例の制定につ

いて

質疑、

総務文教常任委員会付託

日程第５ 議案第114号
壱岐市老人憩いの家条例の一部改正につい

て

質疑、

厚生常任委員会付託

日程第６ 議案第115号 壱岐市犬取締条例の一部改正について
質疑、

厚生常任委員会付託

日程第７ 議案第116号

武生水Ａ辺地（変更）、武生水Ｂ辺地（変

更）、渡良Ａ辺地、渡良Ｂ辺地、長島辺

地、沼津Ａ辺地、初山Ａ辺地及び八幡浦辺

地に係る総合整備計画の策定について

質疑、

総務文教常任委員会付託

日程第８ 議案第117号 公有水面埋立（大島漁港区域内）について
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第９ 議案第118号
八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請

負契約の変更について

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第10 議案第119号
諸津漁港竹ノ浦防波堤（改良）工事請負契

約の変更について

質疑、

産業建設常任委員会付託

日程第11 議案第120号
平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第

８号）

質疑、

予算特別委員会付託

日程第12 議案第121号
平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第13 議案第122号
平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第14 議案第123号
平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第５号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第15 議案第124号
平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第16 議案第125号
平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第３号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第17 議案第126号
平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第２号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託
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日程第18 請願第１号 壱岐市立病院に関する請願 厚生常任委員会付託

日程第19 請願第２号
定置漁業の生産力維持、雇用対策、地域活

性化に関する請願
産業建設常任委員会付託

日程第20 陳情第４号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳

情
総務文教常任委員会付託

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第２号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（20名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君

３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

５番 深見 義輝君 ６番 町田 正一君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君

11番 中村出征雄君 12番 鵜瀬 和博君

13番 中田 恭一君 14番 榊原 伸君

15番 久間 進君 16番 大久保洪昭君

17番 瀬戸口和幸君 18番 市山 繁君

19番 小金丸益明君 20番 牧永 護君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 加藤 弘安君

事務局係長 瀬口 卓也君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君
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壱岐島振興推進本部理事 ………………………………………………… 松尾 剛君

市民生活担当理事 …… 山内 達君 保健環境担当理事 …… 山口 壽美君

産業経済担当理事 …… 牧山 清明君 建設担当理事 ………… 中原 康壽君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 病院事業管理監 ……… 市山 勝彦君

総務課長 ……………… 堤 賢治君 財政課長 ……………… 浦 哲郎君

政策企画課長 ………… 山川 修君 管財課長 ……………… 中永 勝巳君

会計管理者 …………… 目良 強君 教育次長 ……………… 白石 廣信君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。会議に入る前に御報告いたします。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

これより議事日程表第２号により本日の会議を開きます。

御報告します。

１１月２６日以降、請願１件を受理し、その写しを手元に配付しております。市長より発言の

申し出があっておりますので、発言を許します。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。議員皆様におかれましては、本日、御健勝にて御

出席を賜りまことにありがとうございます。お許しをいただいて議員の皆様方に御報告申し上げ

ます。

本議会定例会開会日の行政報告の中で、新型インフルエンザワクチンの接種費用について、低

所得者の負担軽減策として住民税非課税世帯の方につきましては、接種費用を全額免除する旨、

報告いたしておりましたけれども、今回、国において接種回数の見直しがございました。優先接

種対象者につきましては、これまですべて２回接種が原則でございましたが、２回接種の対象者

が１歳から６年生までに相当する年齢の者と限定されたこと、それからまた本市の１１月末まで

の罹患者の７７％は１９歳までの若年層であり、そのうち１歳から１４歳までが５１％と全体の

半数を超えている状況を考慮いたしまして、１歳から小学６年生までに相当する年齢の者の２回

目の接種費用について新たに市が負担することとし、無料とすることにいたしましたので、ここ

に改めて御報告させていただきます。

この年齢層の対象者は約３,４００名でございますが、現在までに既に罹患された方について

は抗体ができているため接種する必要はなく、また、対象者全員が接種するとは限りませんので、

予算につきましては、今回補正をお願いした分で当面対応し、今後の接種状況を見ながら、もし

不足する状況になれば、予算補正について改めてお願いしたいと考えておりますので、議員各位
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におかれましては、御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。

参考でございますけれども、中学生、高校生の接種回数につきましては、当面２回接種とされ

ておりますけれども、今後の臨床試験を踏まえた上で、１回でよいのか２回となるのか、１２月

中、今月中に判断される予定でございます。

なお、同一医療機関で接種の場合、２回目の接種費用は２,５５０円でございます。この

２,５５０円を援助をするということでございます。

また、中学校統廃合につきまして一般質問の通告をいただいておりますけれども、行政報告で

は、芦辺町地区の件について１１月３０日現在の経過について御報告申し上げておりましたが、

教育長あての決議分、及び１２月４日夕刻の会議内容の議事録を議員のお手元に配付させていた

だいております。

おかげさまで市内すべての中学校が予定どおり平成２３年４月、同時に統廃合のスタートを切

れる運びとなったところでございます。関係皆様に厚くお礼申しあげます。

以上、御報告申し上げますのでよろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第１．報告第９号

○議長（牧永 護君） 日程第１、報告第９号平成２０年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に

係る経営状況の報告についてを議題といたします。

これから質疑を行います。

質疑の通告がありますので発言を許します。１４番、榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） 通告しておりました３点についてお尋ねしたいと思います。

事業実績の中で、稼働率、利用率とありますが、どのようなとらえ方をすればよいのか、まず

１点。

２点目ですが、事業経過報告を見ると、１号機で年８回約４３日間、２号機で年７回約１４日

間、１年のうちに２カ月ほどはどちらかが故障をして停止をしている状態と見ておりますが、こ

の壱岐クリーンエネルギー株式会社の風力発電機の機械は、当初から故障が多いように私は思い

ますが、他の自治体のそれと比べてどうなのか。また、定期検査というのは実施されているのか。

３点目、決算報告の中の受け取り保険金とはどのようなものか。

以上３点についてお尋ねいたします。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 榊原議員の御質問にお答えいたします。

まず第１点、事業実績表中の稼働率、利用率はどのようなとらえ方かという御質問につきまし
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ては、事業実績表の中の稼働率は、風車の稼働した時間をあらわしております。設備利用率のほ

うは、発電装置の出力７５０キロワットでございますが、の設備が１００％発電した場合の量を

１００とした場合に対する発電量の比率、発電量の推定値の比率になっております。

２点目でございます。他の自治体、風力発電の故障に関してわかればというお尋ねでございま

すけども、対馬市上県町に６００キロワットの風力発電が２基設置されておりますけども、やは

り落雷によるブレード、羽根ですね、羽根の破損やオイル漏れなどがあっております。稼働率、

利用率を上げるために定期的にメンテナンスを行うことで、部品交換場所を見つけ出し、故障す

る前に部品交換をするようにしているそうです。

メンテナンス費用が高いために、壱岐クリーンエネルギー株と同様に、民間企業のメンテナン

スを利用して経費削減に努めているとのことでございます。

なお、北海道の産業保安監督部、北海道は風力発電が盛んな地域でございますが、そこの道内

のデータによりますと、２３１ある風力発電でトラブルがあっているものが９８％を占めると。

しかも、停止日数が２週間を超える風力発電というのが４５％あるという状況でございまして、

風力発電の故障というのはまあ多いのかなというふうに考えております。検査につきましては定

期的に行っております。

受け取り保険金はどのようなものかという３点目の質問でございますが、この平成２０年度の

受け取り保険金と申しますのは、平成２０年３月２日に落雷事故っていうのがございまして、そ

の発生した損害に対する保険金でございます。

この受け取った保険金には、機械保険と企業利益保険というのがございまして、機械保険とい

うのは機械設備に生じた損害に対する保険で、これは平成１９年度中に見積もり額によって支払

われておりまして、平成２０年度に支払われた分は、その実際最終確定分の９万７,０５０円が

計上されております。

それと、企業利益保険につきましては、これは事故で休業したときの査定によって支払われる

休業保険でございますが、この保険として、これはもう２０年度に支払われておりまして、

３１１万９,９００円ほど平成２０年度決算に計上されております。

以上が受け取り保険金の説明でございます。

○議長（牧永 護君） 榊原議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） ありがとうございました。

最後の保険金の件ですけども、この保険金は、機械がずっと古くなっても今のような状態で受

け取りができるものかどうか、その１点だけで終わります。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 実は、機械保険につきましては今もかかっておりま
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す。ただ実は、ちょっと大きな問題がございまして、この落雷事故というので保険金、かなり多

額に入金され、５,１００万円ほど最終的に落雷事故による分の支払いがあったんですが、その

後、保険会社のほうが、落雷についてまで保証する場合は、かなり高額な何千万円という保険を

払わなければならなくなりまして、落雷につきましては、もう保険の対象とはなっていないとい

う問題点はございますが、その他の故障については保険入っておりますので、支払いは今後も故

障については行われるというふうになっております。（「以上で終わります」と呼ぶ者あり）

○議長（牧永 護君） 以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、報告第９号に対する質疑を終わります。

以上で報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第２．承認第９号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第２、承認第９号損害賠償額の決定についての専決処分を報

告し、承認を求めることについてを議題とします。

これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、質疑を終わります。

お諮りします。承認第９号については、壱岐市議会会議規則第３７条第２項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 異議なしと認めます。したがって、承認第９号については委員会付託を

省略することに決定しました。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これから承認第９号損害賠償額の決定についての専決処分を報告し、承認を求めることについ

てを採決します。この採決は起立によって行います。本件を承認することに賛成の方は起立願い

ます。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。したがって、承認第９号損害賠償額の決定についての専

決処分を報告し、承認を求めることについては承認することに決定いたしました。
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────────────・────・────────────

日程第３．議案第１１２号～日程第１７．議案第１２６号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３、議案第１１２号壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条

例の制定についてから、日程第１７、議案第１２６号平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第２号）についてまで１５件を議題とし、これから各議案に対し質疑を行います。

初めに、議案第１１２号壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例の制定についてに対する質疑

を行います。

質疑の通告がありますので発言を許します。１０番、豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） それでは、通告をしておりますが、通告でない分も出てくる可

能性もあります。それではまずいきます。

嘱託職員のこの条例、この条例をつくる前に、執行部のほうは、この仕事よりも先に何かする

仕事があったはずですが、それは励行されているかどうか。というのは、嘱託職員の給与の格差

是正です。

私は、１６年の１２月の定例議会で、早急に対応するように是正をするように一般質問をして

おります。それから１７年か１８年に予算委員会のときも、もう終わりましたかという質問をい

たしました。それでもまだ励行されておりませんでした。

そういう中で、それじゃ今度の条例は既に２１年３月３１日現在の給与、これが月額給与が基

準になります。この条例の中にもこれが明記されております。この点について旧町時代に格差は

なかったのかどうか、明確に答弁を願います。

それから、この条例には明記されてない部分があったわけですが、それは規則の中で定めてあ

ったのでそれについてはもう言いませんが、今の問題についてどういう考えを持って今まで対応

がなされてないのかどうか、その点について明確に答弁をお願いします。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 豊坂議員の御質問にお答えをいたします。

格差是正について今まで是正の努力はしていなかったかということでございます。私どものほ

うで是正に向けて研究をずっとしておりました。しかしながら、同じ年齢の人、あるいは同じ年

数の人、あるいは過去の経歴が違う人、それから一般職と違いまして中途から入った方がほとん

どございまして、旧町などにおける報酬の格付の方法、決定なども不明であるわけでございます。

ある町の例を見ますと、同じ時期に同じ職種で採用されておりまして、年齢の差はありますの

に同額の報酬で格付けをされてあったりというようなこと。あるいは、極端な例ではございます

けれども、５０歳近くになって採用をされたような方、こういう状況でございます。

これを調整をすると無理な調整になるわけでございまして、かさ上げであるとか底上げとかと
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いうようなことになってきまして、ひずみがまた出てくるということでございます。

そのようなことから、旧町の決定を尊重して今日まで来ておるわけでございまして、現行の報

酬体系の見直しは極めて難しいという状況でございます。

それから、冒頭の御質問でございますけれども、この条例制定より急ぐものがあるということ

でございますけれども、本市の嘱託職員制度に関しましては、さまざまな指摘を受けているとこ

ろでございまして、その大きな問題は退職を給付事由とした給付でございます。この問題の解決

が急がれるので、今回、これに取りきって条例制定をお願いしておるわけでございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 豊坂議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） きょうは３回までですね。どうもされないときだけは４回まで

いきます。

まず、総務課長、あなたは私が質問したときにやりますという答弁はなかったですか。中途で

採用されて、これは私の考え方ですから執行部の考えじゃないですが、中途で採用しても嘱託職

員に前歴加算とかなんとかそういうのは一般的には考えられません。職員であれば前歴加算とい

うのはあります。だけど、嘱託職員に前歴加算とかそういう制度自体がおかしいです。

それから、市になってからのベースは、市のベースで採用する分があると思いますが、行政職

（二）給料表は使ってあるかどうかわかりませんが、これについては１つのベースの基準があっ

たら、それから算定されるわけ。

じゃあ、正職員は１８年に給与是正はされましたね。嘱託はなされません。たったの１５９名、

約１６０名しかいない職員についてこの是正がなされてないというのは、ひずみが第６条にくる

んですよ。これが妥当かどうかというのは、今、中途採用のときに同額だというのは当たり前で

いいわけ、これは私の考えです。

嘱託職員というのは、採用されたときの原点が幾らだ、最初からそこに前歴加算あたりきたら、

ますますうるさくなるわけ、だからいろいろ問題があるわけですが、合併前のときは、それは各

町の考え方ですからよいですが、壱岐市になったら是正しないと、今度の条例に上がるような問

題が出てくるわけです。

私が言っていることが、総務課長、わかりますか。なぜ、自分はやるということを言明されま

したよ。で、この条例が出たときには、これはこの条例は、そんなら退職時の給与でいけば、そ

の時点までまだ猶予できるわけですが、２１年の３月３１日というのは、もう既に過去形になっ

ています。この点について、「やる」というなら、もう早急にやるべきと思いますが、総務課長

は「やる」といってでやってないわけですから、その点についてやらなければならないと思いま

すが、その点、私はこれで２回目ですから、まあ４回目までいきます。
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○議長（牧永 護君） 総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 御質問にお答えをいたします。

ずっと冒頭申し上げましたように、研究はしてまいりまして説明をいたしましたとおりでござ

います。

その中で、勤務年数などを見てみますと、比較する人が１人とか２人とかの該当でありまして、

なかなか比較をしづらいというような状況もございます。過去の格付も尊重しつつ調整をすると

いうことは、極めて困難であるというような状況でございます。

それで、現在の報酬体系、今、議員お話のように、行政職（二）を参考にしてやっている体系

のもとでの調整は、極めて難しいという状況でございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 豊坂議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 研究とか調査とか、やるということを弁明されたのは何ですか。

研究することをやるわけですか。格差是正をやるということじゃないわけですか。

それじゃ聞きますが、正職員についての格差是正は、これも前歴計算等があります。嘱託につ

いても、１つの市のベースを持てば、それから基準を持てばできるわけ。できることをなぜせん

とですか。

３回目ですから、もうちょっと言いますが、正職員については是正はされましたね。それじゃ、

もう少し嘱託職員じゃない他の機関があります。具体的には、市の職員でないほかの機関があり

ます、あと３機関ぐらいあると思いますが、それはされている分がありますよ。是正されている

ものがありますよ。

種類が、例えば病院の関係で看護師の問題、それから老人ホームの職員の関係もあります。で、

一般職員の嘱託もあります。登記嘱託もあります。そういうことをいえば、職種をやれば、そん

なに多くはないです。そこの分野分野でそれは是正しなければ、全部一本にして考えろというこ

とじゃないわけ。嘱託の分野でそれを是正しなければならないというのが私の考え方であります。

今の総務課長の答弁は答弁になりません。できないということ自体がおかしいです。そこら付

近で、市長のお考え方を。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 嘱託というその身分について、今まさに豊坂議員がおっしゃったように、

毎年契約ということですね。そしてまた、その仕事の内容からして、今まで行政職（二）という

ものを使って、毎年契約をするといいながら昇給に近いことをしてきたということに非常に問題

があると思っております。

で、その嘱託の職員の基準をどこに置くかということでございますが、先ほどおっしゃるよう
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に、私は嘱託職員というのは、前歴加算とかそういったものではなくて、やはり職種によって私

は給料というのは決めるべきじゃなかろうかと思っているわけでございます。さっきおっしゃい

ました看護師なら看護師は嘱託は幾らですよ、年齢に関係なく。それが私は妥当であると思いま

す。

そこで、今回の条例の制定の趣旨は、皆さんも御存じのように、給与条例主義ということで、

今までの退職手当ということについて、嘱託として給与条例主義でございますから、条例で定め

ないと支給できないということにかんがみまして、今回、条例を制定をしようとするものでござ

いますけれども、そのことを今、豊坂議員がおっしゃるような、２１年３月３１日にそのことを

是正してさかのぼらせろということについては、極めて困難だと思っています。

ただし、事後、今から先のやはり嘱託の待遇の基準というのは、私はさっき申しましたように、

職種によるべきだと思っております。ただしかし、慣例的に現在までそういうふうにきておりま

すので、それを次期契約のときに下げるということには、やはりならんのじゃなかろうかと、現

給保障せないかんという気がしております。

そういったことも含めて、今回、２２年度の契約につきましては、やはりそういった考えで臨

みたいと思っております。（「もう１回だけ」と呼ぶ者あり）

○議長（牧永 護君） 市長の答弁がありましたので、もう１回だけ発言を許します。豊坂議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 参考までに申し上げますが、市の職員の給与については、

１７年の１２月、これは総務省から来ている通達等で、ある程度見直しをしなさいというのがあ

りました。

そういう中で、嘱託職員についても、このときに行政給料表の２の改定に準じて、９００円か

ら１,０００円の減額があっていましたね。こういうことはしてあるんですよ。だけど是正はし

てないというのは、もう１６年から指示されたことをやってないというのは遺憾に思います。

これについては今、市長から答弁がありましたから、これ以上は申し上げませんが、こういう

ことがないようによろしくお願いします。

以上で終わります。あした、また一般質問をやります。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。６番、町田議員。

○議員（６番 町田 正一君） この前、市長が言われたように、非常に灰色の部分で、どうして

もそれでもやらなきゃいかんというところで、市長もこれ決断されておるんで、あんまり言うこ

とはないんですけども、もちろん嘱託というのは、そもそもその仕事の専門性に対して対価が払

われるんですよね、もちろん法律上は。

今、ちょっと聞いたんですが、ちょっと総務課長の嘱託職員に昇給規定だの、年齢加算だの、

これ、もしかしたら手当も出しておるとじゃないとですか。そこんとこだけちょっと、本来、嘱
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託職員に昇給規定だの、年齢加算だの、もちろん仕事の専門性なんで、市民病院のドクターと一

般の事務の嘱託と、それは同一賃金を払うとかいうことはもちろんありません。

だから当然、資格加算みたいなのは当然あっていいはずなんですよ。それは当然のことです。

もちろん、その職種が違うわけなんで、一般の事務と看護師さんとか、あるいは特養の介護士、

それはもちろん差があって当たり前なんですよ。

が、資格加算とその分と昇給規定だの年齢加算だの、手当はもしかしたら出しておるんじゃな

いかと思うんですが、そこら辺はどないなっとるんですか。それは条例で昇給規定もあるんです

か。

さっき市長が言われたように、条例に基づかない報酬はもちろん支払えないんですけれども、

そこはどういうふうにクリアされとるとですか。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 町田議員の御質問にお答えをいたします。

手当につきましては、報酬より別と申しますか、通勤手当を支給をいたしております。これは

条例の委任によりまして、要綱で定めて支出をしておるという状況でございます。

昇給でしたか。（「昇給」と呼ぶ者あり）昇給につきましては、行政職の給料表の２というの

があります。それを参考にいたしまして、それを市長の決裁を仰いで毎年決めているという状況

でございまして、特段基準というのはございません。決裁を仰いでしているという状況でござい

ます。（「もう１個、年齢加算」と呼ぶ者あり）

年齢加算といいますのは、初任給と申しますか、最初の報酬を定めるに当たって年齢を加算、

あるいは前の職種を加算して決めたという背景はございます。しかしながら、現状においては当

初の報酬がベースとなりまして、毎年、先ほど申し上げましたように、市長の決裁を仰いで少し

上げているということでございます。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 今、豊坂議員が嘱託の格差是正をなぜやってないんだというのは、

一つは、この昇給規定があるからじゃないんですか、毎年、職員と同じように。毎年、こうやっ

て昇給規定があれば、例えば１年、本来あってはならんことなんですけども、ほかの自治体でも

多分同じことをやられておるんだろうと思います、旧町のときの慣例というかそういうので。

市長、これ、今回は退職の分についての割増報酬支給条例の制定なんですが、これ、早急に昇

給規定の廃止、これもちろん、僕、前言ったように、例えば特養なんかで何の資格も持ってなく

て嘱託職員になっとる人が、例えば、介護士とかホームヘルパーの１級とか社会福祉士の資格を

取ったと、そういう場合については当然、それは昇給していいと思うんですよ。その分について

の、この分についての嘱託職員の報酬の条例をこれ早急に、３月までには、これ早急に改めても
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らいたいと思いますが、その点についてはどうですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 嘱託職員については先ほど申しますように、１年ごとの契約で最長３年

だということが原則なんですね。しかしながら、今のところ１０年も２０年も、あるいは３０年

も勤められている。

そういうことの中で、じゃあ、本則どおり適用して３年かという話にはなるわけですけれども、

そうではなくて、少なくとも毎年、公開はいたしますけど、３年を１区切りとしてとらえるよう

な、本則に近い状況についての条例制定を考えたいと思っております。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで１１２号の質疑を終わります。

次に、議案第１１３号原の辻一支国王都復元公園条例の制定についてに対する質疑を行います。

質疑はありませんか。１０番、豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） これは、通告をしておりませんが、全員協議会のときに話して

おりましたので、もう１回念を押します。

ここの中の９条に、この条例の施行について必要な事項は教育委員会が規則で定めるというこ

とがありますが、教育委員会とか、あるいは今まで条例見ても、教育委員会というのは私の見た

段階ではなかったです。教育長が定めるか、あるいは市長が定めるか、それから、その明記がな

いものは、必要な事項は規則で別途定めるとかそれぐらいですが、教育委員会というのは、例え

ば教育長が定めるならいいわけですが、教育委員会とかいうのは、ここであってはならないと思

います。この点について、私は全協へもこれだけは削除、消すように話しておりましたが、その

点、何で教育委員会という表示が出たのか。現在まで、一応議案で出ておりますから、明確な回

答をよろしくお願いします。

○議長（牧永 護君） 白石教育次長。

○教育次長（白石 廣信君） 豊坂議員のご質問にお答えをいたします。

第９条の委任のところで、教育委員会規則とうたっておりますけども、この点についての質問

でございます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条になりますけども、ここで教育委員会規則

の制定というのがございます。ここの中で、「教育委員会は法令または条例に違反しない限りに

おいて、その権限に属する事務に関し教育委員会規則を制定することができる」となっておりま

す。

この一支国王都復元公園条例の、第１の趣旨に、文化財の保護及び活用を図り、教育及び文化
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の振興に寄与するためといったことで、こういった設置及び管理を定めるとしております。

そういったことで、この教育委員会の権限という中に、文化財の保護というのがあります。そ

ういったことで、この国指定の原の辻遺跡、それの復元公園でございます。文化財の保護及び活

用を図る上で教育委員会の規則として定めまして、その運用を図ることが適切ではないかという

ふうに考えております。

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） それでは、今からほかの規則、別途規則を定めるというのがい

ろいろありますが、今のそういった例規集の中にもあります。それは全部教育委員会に変えるわ

けですか。今のところ、教育長とかあるいはない分もあります。市のほうでも、市長が定めると

かあるいはその市長の明記されてない分があるわけですが、教育委員会というのは初めてここに

出ています。普通の場合は、教育長が定める、あるいは市長が定めるという今の次長が話してい

た分とは、それは業務はわかります。

ただ、ここの中にそういう教育委員会とか統一性がないということを言っておりますが、全然

ここがない分もありますよ。事項は規則で定めるとか、こういう明記のない分が例規集に次長、

ありませんか、私は多く見ておりますが。もう、きのうも１日じゅう見ましたから。

○議長（牧永 護君） 白石教育次長。

○教育次長（白石 廣信君） 条例の中に教育委員会関係、この中には、例えば幼稚園の授業料で

ございますと、これは市長が、規則で定めるというふうになっておりますし、そのほか、教育委

員会が特に教育委員会の職務権限となっているところに関しましては、主に教育委員会が定める

ということの規則、教育委員会規則で定めるということになっております。

そのほかに、ただ規則で定めるというのもございますが、これら特に施設、文化ホールである

とか、この西部開発センターそういったものとか、あとは運動・スポーツ施設、そういったもの

が規則としてなっておるところでございます。

特に、教育長が定めるじゃなくて、通常、告示等必要になるものにつきましては、教育委員長

が署名をしてするような形になってくると思います。そういったことで、教育委員会の規則って

いうことで適当であるというふうに思っています。

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 統一性がないということを言っておりますから、いろいろもう

答弁は要らんとです。統一してやるということでよかとですから。

教育長、答弁を。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

○教育長（須藤 正人君） 豊坂議員にお答えをしたいと思います。
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統一性がないという御指摘を受けておりますけれども、今回のこの第９条につきましては、た

だいま次長が申し上げましたように、文化財保護法という大きな法律がございますので、それの

円滑な反映というようなことも考えておりまして、この９条には「教育委員会」という文言を入

れさせていただいておるわけでございます。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。６番、町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） これは、まあセンスの問題だと思うんですけど、僕は今後、こう

いった形で公園条例を制定されたら、これ、公園の名称も「原の辻一支国王都復元公園」と、こ

れでガイダンス施設になったら「原の辻一支国王都復元公園ガイダンス」という形になると思う

んですが、壱岐島振興推進本部担当理事というのも非常に長くて言いにくいですけども、「原の

辻一支国王都復元公園」というのも余りにも長過ぎる。これは、教育長のこれセンスの問題、

「原の辻公園」でなぜいかんかったとですか。

今後、公園に何か例えばモニュメントなど案内板なんか設置するときに、「原の辻一支国王都

復元公園」とかいうのは車で走りよったらだれも読めんような、何でこんな長い名前にしたとで

すかね。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

○教育長（須藤 正人君） 実は、３世紀の中国の魏志の倭人伝に「一支国」ということが出てき

まして、（発言する者あり）ちょっと言わせてください。その３０国余りの当時の日本の国の中

で、国の位置と首都の位置が確実にわかっておるのは、我が「一支の国」だけなんです。そのこ

とをまず売らなければもったいないという第一印象がございまして、このネーミング、少し長い

とは思いますけれども、読んでいただければ、壱岐の歴史が確実にわかる名前にさせていただい

ております。センスの問題だと思いますけれども、御勘弁をいただければ幸いでございます。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 教育長の思いはよくわかるとですけどね、これ、別に歴史の専門

家がこれを見て、一支国王都復元公園って書いてあるから、ああここが魏志倭人伝のあの世界か

というふうにはならんはずなんですよね。

基本的には公園なんで、公園は、まあ後はこれは総務委員会が所管するんでしょうけど、ぜひ

これはもう基本的に案内板に、一支国王都復元公園とかいうのをそういうだらだらだれも読めん

ような長い名前じゃなくて、基本的には原の辻公園とか、海の王都公園ですとか、もうそんなん

でもいいですから、一支国公園でも、僕たちが言いやすいように、これ本当、一々質問するとき

に、原の辻一支国王都復元公園とかいうのを一々質問するのも長いですので、ぜひ市長に、つい

でに壱岐島振興推進本部理事も、これ、議長が非常に言いにくいんで、できるだけもっと短い名

称をぜひつけていただきたいと思います。
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後は総務委員会に任せます。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１１３号の質疑を終わります。

次に、議案第１１４号壱岐市老人憩いの家条例の一部改正についてに対する質疑を行います。

質疑の通告があっておりますので発言を許します。１２番、鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 通告しておりました内容について御質問させていただきます。

初日の説明では、郷ノ浦町坪触の老人憩いの家、並びに、若松触老人憩いの家については解体

をして公民館を建設されるということでしたけども、芦辺町の老人憩いの家については一応廃止

のみということで、その後の廃止後の用途についてはどのようにお考えかお尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

○市民生活担当理事（山内 達君） 鵜瀬議員の御質問にお答えをいたします。

平成２３年度で解体を予定いたしておりまして、跡地については売却で進めたいと考えており

ますけれども、昭和４７年にあの施設を建てたとき、当然、所有者から買収をしておるわけでご

ざいます。その買収された地主さんのほうと一度、協議をしてから解体をすべきかどうかという

のも検討していきたいと思っております。

１筆入っておるわけではございませんけれども、旧芦辺町の職員に聞いてみましたところ、そ

ういった御意向があるのじゃないかという申し合わせがあるとお聞きをしております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今の御説明では、２３年度に解体をされて跡地を売却したいと。

その売却する際に解体する前に、旧所有者の方と御相談をして、売却をする場合は、旧所有者の

方を優先的に売却されるということです。その価格の設定については、どのような形にされるの

かお尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

○市民生活担当理事（山内 達君） 価格については、当然、単価のアップもあっておりますの

で、買収したときの価格ではなくて現在の価格ということで御相談をさせていただきたいと思っ

ております。

○議長（牧永 護君） 以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１１４号の質疑を終わります。
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次に、議案第１１５号壱岐市犬取締条例の一部改正についてに対する質疑を行います。

質疑の通告がありますので、発言を許します。１２番、鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） ４点ほどお聞きしたいと思います。

まず、今回、県の手数料条例の改正に伴いまして、第３条の第４号の４が、今までは保健所ま

たは環境衛生課に引き取りをお願いするということでしたけども、改正前まで、大体年間どれぐ

らいの犬・猫の引き取りがあったのか。犬・猫それぞれ何頭かお尋ねをいたします。

そしてまた、犬については登録するようになっておりますけども、現在、壱岐島内で登録の犬

は何頭いるのか。また今回、条件としては飼い犬を飼うことができなくなった場合というふうに

なっておりますが、死んだ犬についても同じように生後９０日前後によりまして金額を取られる

のかお尋ねをいたします。

３つ目、今回、知事に引き取りを求めるということになっておりますので、恐らく壱岐保健所

のほうに引き取りをお願いするかとは思いますが、それでいいのかどうか。

４番目、支払い方法はたしか確認しますと、県の収入印紙によって支払うようになっておりま

すけども、この支払いについては収入印紙を前もって購入して保健所のほうで支払うのか、どう

いった形で、依頼して引き取りまでの一連の流れについて御説明をお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

○保健環境担当理事（山口 壽美君） 鵜瀬議員の御質問にお答えいたします。

①の年間どれくらいの引き取り件数があったかということでございますが、平成１９年度に犬

が４６頭、猫が１５１頭、平成２０年度に犬が１１１頭、猫が１１８頭が保健所に引き取られて

います。

②の登録済みの犬の頭数でございますが、平成２１年度１１月末現在の登録済みの犬は

１,４９８頭でございます。死んだ犬は対象になっておりません。

③の引き取ってもらう場合の保健所の支払いでございますが、引き取りは壱岐の保健所のみに

なっております。

④の支払いの件ですが、支払いは県の収入印紙じゃなくて証紙ですね。証紙による支払いとな

ります。前もって証紙を購入する必要はございません。引き取り日は処分の関係もございますの

で、毎週木曜日の午前中となっております。証紙につきましては保健所に準備をしております。

一連の流れでございますが、事前に保健所へ引き取り依頼の電話をしていただいて、木曜日の

午前中、保健所に持ち込みということになります。手数料を持参し、保健所の窓口で証紙を購入

されまして、保健所での引き取りということになります。

以上でございます。
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○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、日本全国、そして壱岐もそうだと思いますけども、ペッ

トブームでかなり飼い犬というのはふえているかと思うんですけども、今回、２,０００円とい

う有料にすることによって心配されているのが、ごみと一緒で不法投棄というんですかね、箱に

入れて山の中に捨てたりというのがふえてくるかと思うんですけども、そうした場合に、今回、

県の手数料条例によりまして２,０００円取るわけですけども、この２,０００円の一部を例えば

市のそういった野犬や野良猫になるわけですけども、そういった施策に対して県のほうから補助

金等の交付等は、今のところ県のほうから通達等はあってないんでしょうか。その点についてお

尋ねします。

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

○保健環境担当理事（山口 壽美君） 議員の御質問の件につきましては、現在のところはあって

いません。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 野犬の数もいろいろと苦情が出ておりますし、野良猫について

も、かなり町部の中ではいろいろと苦情も出ております。

そうした中で、この有料になるということを啓蒙も含めてそういった部分の市に対する事務手

数料等については、幾らか県のほうに要請していただいて、２,０００円のうち１割か２割ぐら

い、今後、県と協議して、その辺のあたりについて財政厳しい折ですから、今後、担当課の環境

生活課かですか、のほうと協議をしていただきたいと思いますけど、その点についてお尋ねをい

たします。

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

○保健環境担当理事（山口 壽美君） 今回の手数料につきましては、無料であることによりまし

て、安易な飼い方をしているというところがあるということを１つは是正するということで手数

料がかかっております。

先ほど言われました件につきましては、今後、保健所と協議をしたいと思っております。

○議長（牧永 護君） 以上で、通告による質疑を終わります。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１１５号の質疑を終わります。

次に、議案第１１６号武生水Ａ辺地（変更）、武生水Ｂ辺地（変更）、渡良Ａ辺地、渡良Ｂ辺

地、長島辺地、沼津Ａ辺地、初山Ａ辺地及び八幡浦辺地に係る総合整備計画の策定についてに対

する質疑を行います。
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質疑の通告があっておりますので発言を許します。１４番、榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） 議案第１１６号の中で、総合整備計画の中ですが、この中で格

納庫の件についてだけお尋ねをいたします。

郷ノ浦地区第７分団２部消防格納庫建設事業、それから芦辺地区第２分団消防格納庫建設事業

に対してですが、郷ノ浦の場合は移転で新築のようでございますが、芦辺地区の場合は、現在の

ところに新たに建てかえるということでございますが、私の記憶では、あの場所では少し面積が

少ないように感じておりますが、恐らく２階建てになるとは思いますが、同じ場所に建てかえと

なると、工事期間中はどのようにされるのか、まず１点。

２点目は、ずっと私、過去、消防団を経験しておりますが、格納庫に駐車場が少し少ないよう

な感じもしておりますが、今度の格納庫は駐車場は確保できているのか、この２点についてお尋

ねいたします。

○議長（牧永 護君） 松本消防長。

○消防本部消防長（松本 力君） １４番、榊原議員の御質問にお答えをいたします。

郷ノ浦の件については、もうそのとおりでございます。

芦辺地区２分団の八幡の格納庫につきましては、議員のおっしゃるとおりに２階建てで予定を

しております。なお、工事期間につきましては、１月から３月を工事期間にしておりまして、以

前の旧重井石油さんの跡地にあります倉庫またはピットをお借りして、車両、備品等の確保をし

ております。

なお、災害出動に支障を来さないよう準備をいたしております。

なお、団員の災害時の一般車両の駐車場についてですけれども、東部漁協の駐車場及び付近の

空地に駐車をしていただくということで、町中ですので十分な駐車場の確保ができておりません。

これはもう郷ノ浦等においても、機動分団等におきましても、駐車場の確保というのは非常に

厳しいもので、駐車違反にならないように、なるべくバイク等で来ていただくということで団員

さんのほうにもお願いをして、駐車場の確保は十分できていないというのが現状でございます。

以上です。

○議長（牧永 護君） 榊原伸議員。

○議員（１４番 榊原 伸君） よくわかりました。ありがとうございました。

今後の消防格納庫の建設については、緊急時でも三、四人は多分乗っていると思うんですね。

だから、最低でも三、四台のスペース、年間使わないところに駐車場をお金かけてつくるという

のも無駄なことのように感じますけども、できれば格納庫をつくるときに、隣接された空き地な

んかを一応借りれるような体制は必要かと思いますので、今後、もしスペースがあれば、駐車場

も視野に入れた計画でお願いしたいと思います。
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以上で終わります。

○議長（牧永 護君） 以上で、通告による質疑を終わります。

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１１６号の質疑を終わります。

次に、議案第１１７号公有水面埋立（大島漁港区内）に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで第１１７号の質疑を終わります。

次に、議案第１１８号八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の変更についてに対す

る質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑ありませんので、これで議案第１１８号の質疑を終わります。

次に、議案第１１９号諸津漁港竹ノ浦防波堤（改良）工事請負契約の変更についてに対する質

疑を行います。質疑はありませんか。３番、音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 工事契約の変更についてですが、ここの提案理由の中で、当初

６カ月間を計上していたが、現場諸条件のために、工事期間が変わったために、ヤード使用が延

びたために契約変更でありますが、この使用料についてはどこに支払うために契約変更されるの

かお尋ねいたします。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 議案の説明でも申し上げましたが、ヤード使用料でござい

まして、現在、芦辺ヤードで４,００８平米をお借りをいたしております。これを２カ月延長を

するものでございまして、使用料の徴収の方法でございますが一般漁船の係留の場合は漁協でご

ざいます。

現在、このヤード使用というのは目的外使用でございまして、県に納付するようになるわけで

ございます。

以上です。

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） と申しますと、このヤードは、芦辺漁港修築工事の背後地を利用

するということですね。

わかりました。使用箇所と目的がわかれば結構でございます。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１１９号の質疑を終わります。

ここで暫時休憩をします。再開を１１時１５分とします。

午前11時02分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時15分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案質疑を続けます。

次に、議案第１２０号平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）に対する質疑を行いま

す。

質疑の通告がありますのでこれを許します。１１番、中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） ４点ほどお尋ねをいたします。

まず１９ページ、２款の総務費、５目の財産管理費、１７節公有財産購入費７６１万７,０００円

について、議案説明でたしか土地開発基金の土地代の戻し入れとの説明であったと思いますが、

購入の面積とそして坪当たりの単価についてお尋ねをいたします。

次に２１ページ、２款の総務費、１５項の定額給付事業費、２３節の償還金利子及び割引料

１８８万円、たしか定額給付金の給付については、先般の新聞でも全国平均はたしか９７.６％、

県下では９８.９％、壱岐の場合には９９.７％との説明でなかったかと思います。０.３％の未

申請はどういう方なのか把握しておられればお尋ねをいたします。

また、定額給付金を市のほうに寄附された方があるのかないのか、あわせてお尋ねをいたしま

す。

次は２３ページ、３款の民生費、１目の社会福祉総務費、２０節の扶助費の中の日中一時支援

事業費８５３万１,０００円。それと同じく障害者福祉サービス費３,７９０万１,０００円につ

いての内容について、いま一度お尋ねをいたします。

それから２５ページ、４款の衛生費、５目の廃棄物処理施設事業費、２３節の償還金利子割引

料１,００２万４,０００円についてでありますが、たしか議案説明では平成１９年度の循環型社

会形成推進交付金の返還金ということでありましたが、通常の場合は、前年度の分が返還という

ことならわかりますが、なぜ１９年度分を今回、２１年度に返還するのか。また、返還の理由に

ついてもあわせてお尋ねをいたします。

以上４点についてお尋ねをします。

○議長（牧永 護君） 中永管財課長。

○管財課長（中永 勝巳君） 中村議員の質問にお答えします。



- 63 -

公有財産の購入費についてでございますが、まず１点、昭和６２年８月２１日付で売買契約を

しておりました土地、郷ノ浦町東触字深田６００番１、当時の九州物産商事株式会社でございま

す。現在のあまごころ本舗になりますが、土地払い下げを行った売買面積により現地面積が

１５２.２８平米少ないことが判明いたしまして、当時の売買単価、平米単価１万４,４８４円、

坪約４万７,７９７円で差額２２０万５,６２４円の土地代金と、その間の利子相当分及び抵当権

の抹消手数料の返還金が発生しましたので、合計３１１万６,６８６円を９月末まで精算すると

いうことで協議が成立いたしましたので、この分を土地開発基金より支出をしたものでありまし

て、今回、基金へ戻し入れをするものであります。

もう一点、残り４５０万円につきましては、志原地区より陳情があっておりました農協の旧志

原支所前の駐車場用地、これにつきまして７６０.６１平米あるわけでございますが、壱岐市農

協より平米単価５,９１７円で坪約１万９,５２６円で購入をする分でございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

○政策企画課長（山川 修君） 中村議員の定額給付金に対するお尋ねでございます。

０.３％の未申請はどういう方なのかということでございますけれども、まず、行方不明で申

請書が未到達の方、９世帯９人いらっしゃいます。それから、申請書が家に届きながら受給する

権利を有しながら申請をなさらなかった方、９７世帯１０２人、合計１０６世帯１１１人が未申

請でございます。

また、定額給付金を寄附された方があるかということでございますけれども、今のところござ

いません。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

○市民生活担当理事（山内 達君） ２３ページの日中一時支援事業について御説明申し上げま

す。

知的障害者、身体障害者等の日中預かりについては、１８歳未満の障害児を社会福祉協議会郷

ノ浦事業所、それから１８歳以上の障害者については社協の芦辺事業所で預かっております。

当初予算におきまして月延べ約利用者４６０名、それから月額２７５万７,０００円を見込ん

でおりましたけれども、４月から１０月の実績におきまして、月平均延べ利用者が６０４名、そ

れから月平均額で３３０万１,０００円を支出いたしまして、今後も同程度以上の利用があると

いうことを見込んでおりますので、８５３万１,０００円を計上いたしております。

それから利用者増の理由でございますけれども、虹の原養護学校壱岐分教室、そして壱岐子ど

もセンター、壱岐障害者地域活動支援センターひまわり等々の連携を深めることによりまして、
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事業の周知が図られたことにより、今まで主に家庭で障害児を見守っていた女性、親御さんでご

ざいますけれども、働く場を求めてパート等に行かれたということによりまして、利用申し込み

が大幅に増加したということでございます。

それから、障害福祉サービス費についてでございますけれども、障害者の障害施設利用に伴い

まして、利用負担金１割を除くサービス費を各事業所へ給付をいたします。当初予算におきまし

て利用件数が２２２件の月額２,６８２万円の給付を見込んでおりましたが、これについて平成

２１年４月より障害福祉サービス費用の平均５.１％の単価改正がございました。

それから、施設利用者の増加も当然出てまいりまして、４月から１０月の実績におきまして、

月平均延べ利用件数２５２件、平均月額でございますけれども２,９００万円を支出し、今後も

同程度以上の利用増が見込まれるために、３,７９０万１,０００円を計上させていただいており

ます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

○保健環境担当理事（山口 壽美君） 中村議員の御質問の平成１９年度循環型社会形成推進交付

金の返還金及び返還理由の件でございますが、国はこれまで廃棄物処理施設整備補助金を改革を

いたしまして、地域から国全体を循環型社会に変えることを目的とした循環型社会形成推進交付

金を平成１７年度に創設をされました。

その中の改正の内容の一つとして、交付金の事業間の流用、年度間流用が柔軟性を持つように

なっております。壱岐市も、廃棄物処理施設の整備事業として、平成１９年度より測量調査業務

等の計画支援事業を実施しておりましたが、国より予算の平準化のため、平成１９年度の交付金

に年度間調整により平成２０年事業分の環境影響調査総合評価業務最終処分場設計業務に対する

交付金をもらうよう指導があり、１９年度に交付金を受け入れておりました。

平成２０年度に総合評価業務最終処分場設計業務を入札をいたしましたところ、入札差金の交

付金が減額になりました。残額の交付金につきましては、平成２０年度事業の芦辺町クリーンセ

ンター解体工事の交付金に充当するとのことでございましたが、芦辺町クリーンセンター解体工

事には別項目の交付金が充てられたため、事業間の流用ができなくなり返還することになりまし

た。

返還の時期が、なぜ平成２１年度になるかの理由でございますが、環境影響調査、総合評価業

務、最終処分場設計業務は平成２０年度事業でありますが、平成２１年度に繰り越しをいたしま

した。事業の完了での精算返還となりますので、２１年度に返還ということになります。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。１７番、瀬戸口和幸議員。
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○議員（１７番 瀬戸口和幸君） ２件、質問いたします。

まず、第１項目め、２７ページの農地費の１５節工事請負費、耕作放棄地解消工事１６４万

７,０００円、これはどういう内容のものかということと、関連しましてちょっと前に戻ります

が、１５ページ県補助金、耕作放棄地解消サポート事業補助金１１１万８,０００円が返納にな

っております。減額になっております。がどの関連かということと、それから同じ耕作放棄地関

連ということで、行政報告でありました雇用対策ということでどっか出てきましたね、耕作放棄

地解消サポート事業ですか、行政報告の１１ページですね、この関係で予算計上しているという

ことなんですが、この関係の予算はどこにあるのかということですね。

以上、耕作放棄地関連で１項目めですね。

もう１点は、消防関係ですが、３５ページですね、災害対策費の工事請負費７３８万５,０００円、

全国瞬時警報システム（ジェイアラート）ということが上がっておりますが、これはどういうシ

ステムなのかということをお聞きいたします。

以上２点です。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 瀬戸口議員の御質問にお答えをいたします。

全国瞬時警報システム整備工事、通称ジェイアラートということでございます。これは、東京

のほうの消防庁からの受信システムでございます。この内容でございますけれども、受信機の設

置工事、これは郷ノ浦庁舎に設置ということでございます。

それから２番目に、これが自動で起動するというシステムでございますので、自動起動機能設

置でございます。

３つ目には、これは防災行政無線につなぐという計画でございますので、それの制御盤の改修

工事、この３点が整備工事の内容でございます。

これは初め申し上げるべきだったと思いますけれども、外国からの襲来に備えて、その対応を

するために警報システムを設置するというシステムでございます。外国からの襲来に備えるもの

でございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） ただいまの質問でございます。

２７ページの１５節工事請負費、耕作放棄地解消工事、これは住吉山信地区の排水路の工事の

追加でございまして、３０万円を計上をいたしております。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 瀬戸口議員の御質問の歳入の分でございます。耕作放棄地解消サ
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ポート事業補助金の減額の約１８万円でございます。この分については、当初９月補正で農業委

員会において耕作放棄地の緊急雇用で、耕作放棄地等を調査するということで予算計上して議決

をいただいたところでございます。

県の農政化とそれぞれ協議いたしましたところ、緊急雇用ということになりまして、歳出のほ

うでもそれぞれ報酬等で組んでおりましたが、賃金に組み替え、また金額についても、今後、

１２月からの分ということでの減額をいたしております。緊急雇用の関係でございます。

○議長（牧永 護君） 行政報告のほう。浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 歳出の関係では、２６ページの農業委員会費のほうになります。

９月の段階では、調査員の報酬ということで計上をいたしておりました。この分について賃金

のほうに組み替えをいたしております。

○議長（牧永 護君） 瀬戸口和幸議員。

○議員（１７番 瀬戸口和幸君） 一番最後の欄に、質問の欄には、市長の行政報告で雇用対策と

して耕作放棄地解消サポートその他の関係で予算を計上しているということだったんですが、そ

の項目はどこにあるのかということをお聞きしましたが。

それは後で答えていただくということで、ジェイアラートの関係ですけど、ということは、先

ほど総務課長が最後につけ加えましたが、いわゆる国民保護関連ということにとらえてよろしい

んですかね。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 瀬戸口議員の質問でございます。

ただいま仰せのとおり、国民保護という観点でございまして、過去に特定の国から飛来物がご

ざいました。それらに備えるために国のほうで、国から直接市町村に警報システムを備える必要

があるということで、今回、国からの補助事業、これ県を経由してまいりますけれども、補助事

業で整備を図ろうとするものでございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

○財政課長（浦 哲郎君） 耕作放棄地のサポート事業については、農業委員会費のほうで賃金

等で計上をいたしております。

２６ページ、２７ページで農業委員会の今回補正の賃金６９万１,０００円でございます。

（「終わります」と呼ぶ者あり）

○議長（牧永 護君） ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１２０号の質疑を終わります。
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次に、議案第１２１号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に対

する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１２１号の質疑を終わります。

次に、議案第１２２号平成２１年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に対する

質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１２２号の質疑を終わります。

次に、議案第１２３号平成２１年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）に対する

質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１２３号の質疑を終わります。

次に、議案第１２４号平成２１年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）に対する質

疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１２４号の質疑を終わります。

次に、議案第１２５号平成２１年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第

３号）の質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１２５号の質疑を終わります。

次に、議案第１２６号平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第２号）に対する

質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑はありませんので、これで議案第１２６号の質疑を終わります。

以上で、議案に対する質疑を終わります。

これより委員会付託を行います。議案第１１２号壱岐市嘱託職員退職時割増報酬支給条例の制

定についてから、議案第１１９号諸津漁港竹ノ浦防波堤（改良）工事請負契約の変更についてま

で、議案第１２１号平成２１年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）から議案

第１２６号平成２１年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第２号）についてまで、１４件

をお手元に配付の議案付託表のとおりそれぞれ所管の委員会に付託したいと思います。

お諮りします。議案第１２０号平成２１年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）については、

議長を除く１９人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと
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思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、議案第１２０号については、議長

を除く１９人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしま

した。

お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長を除く１９名を指名したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、議長を除く１９名を予算特別委員

に選任することに決定いたしました。

次に、予算特別委員会の正副委員長を決定する必要がありますので、壱岐市議会委員会条例第

１０条第１項の規定により直ちに予算特別委員会を招集します。委員会において委員長及び副委

員長の互選をし、議長まで報告をお願いします。なお、委員長、副委員長の互選に関する職務は、

委員会条例第１０条第２項の規定により、年長の委員が行うことになっておりますので、よろし

くお願いします。

なお、委員会の場所は第１会議室と定めます。それでは、しばらく休憩します。

午前11時42分休憩

………………………………………………………………………………

〔予算特別委員会 開催〕

………………………………………………………………………………

午前11時51分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

予算特別委員会の正副委員長が決定をいたしましたので、御報告いたします。

予算特別委員長に１５番、久間進議員、副委員長に１６番、大久保洪昭議員が決定いたしまし

たので、御報告いたします。

────────────・────・────────────

日程第１８．請願第１号～日程第２０．陳情第４号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第１８、請願第１号壱岐市立病院に関する請願から日程第

２０、陳情第４号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情についてまで、３件を議題としま

す。

ただいま上程しました３件については、お手元に配付の請願文書表及び陳情文書表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託します。
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────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で本日の日程は終了いたしました。

これで散会をいたします。お疲れさまでした。

午前11時52分散会

──────────────────────────────


